
地球温暖化対策の取組実績が優良な事業者を評価する仕組みを導入

① CO2排出量削減率等が一定水準以上を達成した事業者を「地球温暖化対策の取組実績が
　 優良な事業者」として評価・公表

② 再生可能エネルギーの利用状況に関する報告を新設し、①で一定以上の評価を得た事業者を
　 対象に、その取組実績を評価・公表

※報告書その１及びその２に記入項目を追加

地球温暖化対策報告書制度に関する2020年度からの新たな取組（主な改正内容）

お知らせ

都内中小規模事業所の

地球温暖化対策
報告書制度

2020年度版



本制度は、 都内で中小規模事業所を所有または使用している事業者を対象に、 各事業所の CO2 排出量と地球温暖化対策の状況を『地球温暖化
対策報告書』として、 東京都に報告する制度です。
『地球温暖化対策報告書』の作成に取り組むことを通じて、 各事業所の CO2 排出量を把握し、 また、 地球温暖化対策を継続的に実施していただ
くことを目的としています。

■対象となる事業所

■対象となる事業者

都内での事業活動にともない設置する中小規模事務所等が対象

対象となる事業所等 対象外
オフィス･工場･ビル･店舗ほか

（例）テナントビルの場合

提出区分

自動車･鉄道･船舶･航空機などの運行（運航）に伴うもの

住居 都外の施設

都内の全ての中小規模事業所　※中小規模事業所とは…年間 (4 月～3月）のエネルギー使用量が 1,500kL/ 年（原油換算）未満 の事業所
キロリットル

上記の「対象となる事業所」を所有または使用している事業者

『義務提出』と『任意提出』の2つがあります。義務要件に該当する事業者は『義務提出』、 それ以外の事業者は『任意提出』です。

同一事業者が都内に設置（所有または使用）している、複数の中小規模事業所のうち、前年度の原油換算エネルギー
使用量が 30kL 以上 1,500kL 未満のものを全て合計すると、 3,000kL 以上になる場合

所有者（オーナー）と使用者（テナント）の双方ともに対象事業者になります。

① 実績年度の CO2 排出量（エネルギー等の使用量） ■ 2020年度提出期限
期限まで
に提出！

■提出方法

義務提出： 8月31日
任意提出：12 月15日

提出先窓口持参 または 郵送（必着 )

実績年度（4月～翌年3月）に排出したCO2量（エネルギー等の使用量）を報告します。
実績年度は、報告書提出年度の前年度となります。（2020年度提出の場合は2019
年度となります。）

② 実績年度の地球温暖化対策
実績年度（4月～翌年 3月）に実施した地球温暖化対策を報告します。
（※都が整理した255種類の地球温暖化対策メニューから該当するものを選ぶ方式
により、簡単に記入できます。）



※紙面については正本・写しで各1部必要です。

〈記入方法〉

1 提出日
・郵送等：発送日  ・窓口提出：窓口で提出する日

2 本社等の所在地

3 氏名
法人名･代表者役職･氏名を記入
※代表者は、法人の代表権を持つ者を記入

4 代表者印
代表者印を押印 （社判は×)

5 第1項（義務提出）／
第2項（任意提出）の選択
　(1)義務提出事業者
　⇒第1項に○　または　第2項に二重線
　（報告書その1③で(1)に該当）
　(2)任意提出事業者
　⇒第2項に○　または　第1項に二重線
　（報告書その1③で(2)に該当）

6 連絡先（例1)
提出事業者の担当者（報告書の内容についての問
い合わせに対応できる方）の
　・部署
　・氏名
　・電話番号
　・メールアドレス
　　※お持ちでない場合は FAX 番号を記入

6 連絡先（例 2)
提出事業者とは別の事業者が窓口となる場合
　(1) 提出事業者の連絡先の下に、窓口となる　　
　　　事業者との関係性について記入
　(2)窓口となる事業者の連絡先（会社名･部署･
　　　氏名･電話番号･メールアドレス･住所）を記入

※環境局HPにて「地球温暖化対策報告書」の作成の手引書である「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック」
　をダウンロードできます。
　https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/report/handbook/index.html

提出物・様式

＜地球温暖化対策報告書 提出書の記入例＞

①提出書（紙面）②その1（紙面またはCD等の電子データ）③その2（紙面またはCD等の電子データ）

紙面（様式）のダウンロード

『作成ツール』を使って、電子データで作成・提出することをオススメします。

エネルギー使用量の原油換算・CO2 排出量への換算等の自動計算機能があります。

ダウンロード
ページ

作成
ツール

『作成ツール』のダウンロード（無料） 「本制度ホームページ」⇒「報告書の作成」⇒「各ツールのダウンロード」

地球温暖化対策報告書　ハンドブック

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/report/format/index.html

＜作成ツールのダウンロード（下の緑のアイコンをクリック）＞

2020
Ver 6.0

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/report/index.html

提出事業者とは別の事業者が窓口となる場合



 第９号様式　その１ （表）

２　報告する事業所等の全体の状況

３　報告する全事業所における合計二酸化炭素排出量の状況

４　評価の対象とする事業所等の範囲

５　評価対象事業所等における直近５か年度の状況

 

６　再生可能エネルギーの利用事業所数及び割合

７　評価結果

（日本産業規格A列4番）

t

㎡

 

kg-CO2/㎡

平均合計二酸化炭素
排 出 量 削 減 率

再生可能エネルギー
利 用 事 業 所 率 %

地 球 温 暖 化 対 策 の
取 組 に 係 る 評 価 ランク

再生可能エネルギー
利 用 事 業 所 数 事業所

平均合計原単位改善率

%

%

合 計 原 単 位

合 計 延 床 面 積

合計二酸化炭素排出量

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

t量出排素炭化酸二計合

評 価 対 象 事 業 所 等 義務提出事業所等 全事業所

kl

条例第8条の23第2項
報 告 事 業 所 数 事業所 原油換算エネルギー

使 用 量 の 合 計 kl

(2019年度の状況)
条例第8条の23第1項
報 告 事 業 所 数 事業所 原油換算エネルギー

使 用 量 の 合 計

地球温暖化対策報告書（その１）

１　事業者の氏名等
事 業 者 の 氏 名
(法人にあっては名称及
び 代 表 者 の 氏 名 )

事 業 者 番 号

〈記入方法〉

義務提出事業者および、評価を希望する任意提出
事業者は、以下の　 ～　 の項目について記入が
必須となります。

1

1

事業者番号
◆ 初めて提出する方 ⇒ 空欄
◆ 2 年度目以降の方
　⇒事業者番号を入力 （例：AOOOO)
　事業者番号は報告書公表ページでご確認下さい

2 実績年度（提出の前年度）
2020年度に提出する報告書⇒「2019年度」と記入

3 事業所数とエネルギー合計
その2で報告する事業所総数とその原油換算エネ
ルギー使用量の合計値を記入
　(1)30kL以上の事業所の合計値が
　　  3,000kL以上の場合（または前回の報告時
　　  に3,000kL以上の場合）
　　  ⇒30kL以上の事業所を上段に記入
　　  　30kL未満の事業所を下段に記入
　(2)(1)に該当しない場合
　　  ⇒全ての事業所を下段に記入

4 報告する全事業所における合計二酸化
炭素排出量の状況
その2で報告する全事業所の二酸化炭素排出量※
の合計を記入
※燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量

5

5 9

評価対象事業所等における直近５か年
度の状況
　 で選択した範囲の事業所における合計二酸化
炭素排出量、合計延床面積及び合計原単位を記入
5

評価の対象とする事業所等の範囲
　(1) 義務提出事業者
　　 下記いずれかにチェック
　　　◆義務提出事業所等※1

　　　◆全事業所※2

　(2) 任意提出事業者
　　 評価を希望する場合のみ下記にチェック
　　　◆全事業所※2

※1 原油換算エネルギー使用量が30kL以上の事業所のみ
　　を評価対象とする場合
※2 報告書を提出可能な全事業所を評価対象とする場合
　　( 全事業所分の報告書を提出する場合のみ選択可 )

6
7 平均合計二酸化炭素排出量削減率と平均合計原単位改善率
　 で記入した「合計二酸化炭素排出量」と「合計原単位」をもとに平均合計二酸化炭素排出量
削減率と平均合計原単位改善率を記入

8 再生可能エネルギーの利用事業所数及び割合
再生可能エネルギーを利用している事業所の数及び評価対象事業所全体に占めるその割合を記入

9 評価結果
　 及び　 の数値に応じて評価結果を記入

2

3

4

5

6

7

8

9

＜地球温暖化対策報告書（その1）表面の記入例＞
事業者全体についての報告

平均 CO2削減率

1.3％以上 2.6％以上
30% 以上 SS★ランク

1.3％以上 1.３％以上
2.6％未満

30% 未満

30% 以上

30% 未満

SSランク

S★ランク

Sランク

1.3% 未満 1.3% 以上 ー 優良な事業者

平均原単位改善率

取組実績

再エネ利用事業所率
評価結果

New

New

New
New

New

New

6

7 8



（裏）

８　実績年度の目標達成の状況

９　提出年度の地球温暖化対策の目標

（日本産業規格A列4番）

１２　特記事項

%率所業事用利ーギルネエ能可生再

そ の 他 特記事項に内容を記載

１０　地球温暖化対策のレベル

 

%率減削量出排素炭化酸二計合

%率善改位単原計合

実 績 年 度 の
目 標 達 成 の 状 況 目標達成した。

目 標 の 有 無 無

対策番号 対策名

重 点 対 策 の レ ベ ル

１１　事業者としての取組

取組方針

組織体制の
整備の状況

策対他のそ策対点重
対策番号 対策名

有

〈記入方法〉

10
10

11

11

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

実績年度の目標達成の状況
実績年度の目標を達成した場合はチェック
※目標を達成しなかった、又は目標を設定していなかった場合は空欄
※2020年度提出においては、記入不要

＜地球温暖化対策報告書（その1）裏面の記入例＞
事業者全体についての報告

目標の有無
提出年度に目標を設定する場合は「有」にチェック
設定しない場合は「無」にチェック

目標値
　 で「有」を選択し、評価に係る数値目標がある場合は記入
その他の目標がある場合は　 に記入
　 で「無」の場合⇒記入不要

地球温暖化対策レベル
◆提出1～2 年目等、対策をこれから進める。⇒レベル1
◆対策がかなり進んでいる。⇒レベル2～3

取組方針
事業者として地球温暖化対策に取組む方針を具体的に記入

組織体制の整備の状況（事業者の温暖化対策）
実績年度に実施した「組織体制の整備」の対策を【報告書
ハンドブック 対策メニュー編 P.5、6】から選んで記入
（フランチャイズチェーンの本部等は「連鎖化事業者の本部」
の対策からも選択可能）

◆代表的な対策
　・A101　地球温暖化対策の方針等の設定
　・A102　温暖化対策推進担当の配置
　・A103　具体的な取組目標と内容の設定
　・A109　都などの無料の相談機関の利用
　・A111　全従業員に温暖化対策情報の提供
　・A116　所内会議・研修会等で報告

New

New

New

特記事項　自由記載欄
「地球温暖化対策メニュー」以外の温暖化対策を行っている等、努力している取組みを記入
※東京都 HP の公表内容に含む。

＜評価に係る項目の記入について＞
〇評価を受けない事業者は　から　までの項目に記入不要（空欄で提出）
〇　 の合計原単位、　の平均合計二酸化炭素排出量削減率及び平均合計原単位改善率、
　　 の評価結果は作成ツール・様式（電子データ）を使用すると自動で表示される。

5
76

9

9

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/index.html

16

16



その２ （表）

１　事業所等の概要

自己所有 他者所有
建物の全部 建物の一部（テナント） 建物の一部（その他）
事務所 商業施設（物販） 商業施設（飲食）
工場 複合施設 その他

２　原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量
①

kl
②

t
③

t
④

t
⑤

kg-CO2/m2

３　二酸化炭素排出量等の内訳

その他（LPG）
その他（灯油）
その他

⑬⑪⑫

※１　電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※２  ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000
     　⑫=(⑪/電気のその他の買電（昼夜間不明の場合を含む。）の係数)×1,000　⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

（日本産業規格A列4番）

地球温暖化対策報告書（その２）

事 業 所 等 の 名 称

事 業 所 番 号 －

事業所等の延床面積 m2 事 業 所 等 の 実 績 年 度 のエ ネ ル ギ ー 使 用 期 間 1年度分 1年未満

所 有 形 態
報 告 範 囲

町 名 番 地
以 下

事 業 所 等 の 所 在 地
〒 －

直営店

報告範囲の主たる用途

区 市 町 村 名

加盟店 非該当日 本 標 準 産 業 分 類
における細分類番号 連鎖化事業区分

二酸化炭素
排 出 量

燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量（②=⑮）
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に
伴って排出される二酸化炭素の量（③=⑯）
総　計（④=②+③）

証書による環境価値
の利用

前 年 度 の 報 告 内 容
か ら の 変 更 点

（2019年度の状況）
原油換算エネルギー使用量（①=⑭×0.0258）

再生可能エネルギー
の 利 用 状 況

再生可能エネルギー
発電設備の設置

再生可能エネルギー電
気の受入

排出
係数

排出量※１
（t）

⑥ ⑦ ⑧=(⑥/1000)×⑦ ⑨ ⑩=⑧×⑨×44/12

二酸化炭素
排出原単位

燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当た
りの量（⑤=②×1000/事業所等の延床面積）

燃料等の種別
推計
の
使用

単位 使用量 係数 熱量
（GJ）

二酸化炭素排出量

0.0136

kg 50.80 0.0161
Nm3 45.00

0.0185

（　　　　　　　 ）
l 36.70

電
気

一般送配電事業者
の電線路を介して
供給された電気

昼間（8時～22時） kWh
その他（　　　　　　　 ）

燃
料
及
び
熱

都市ガス

9.97 0.489
夜間（22時～翌日8時） kWh 9.28 0.489

その他の買電（昼夜間不明の場合を含む。） kWh 9.76 0.489

合　計
規則第５条の17第３項の場合のみなし値※２ kWh

合　計

0.251

公共下水道 m3 0.439

そ
の
他

水道及び工業用水道 m3
⑭ ⑮

⑯

10

〈記入方法〉

1

1

事業所番号
◆初めて提出する方⇒空欄
◆2 年度目以降の方
　⇒事業所番号を入力（例：A0000-0001) 
　事業所番号は報告書公表ページでご確認下さい。新規の事業
　所は、過去年度提出時の最大の事業所番号の次の番号を記入

2 エネルギー使用期間
◆1年間使用　　　⇒「1年度分」
◆不使用期間あり　⇒「1年未満」
　〈例〉前年度途中の新設店⇒「1年未満」

3 報告範囲
◆建物全部を報告(1棟所有や1棟借り等）⇒「建物の全部」
◆建物の一部を報告［テナント］（ビルの一部を賃貸使用等）
　⇒「建物の一部（テナント）」
◆建物の一部を報告［テナント以外］(共有、区分所有等、一部住宅）
　⇒「建物の一部（その他）」

4 報告範囲の主たる用途
◆報告範囲の面積の半分以上を占める用途がある場合
　○オフィス 　　　 ⇒「事務所」
　○物販 　　　　　⇒「商業施設（物販）」
　○飲食店 　　　　⇒「商業施設（飲食）」
　○工場　　　　　 ⇒「工場」
　○上記4つ以外　  ⇒「その他」
◆報告範囲の面積の半分以上を占める用途がない場合
　　　　　　　　　 ⇒「複合施設」
　〈例〉オフィス・物販・飲食が 1/3ずつ

5 産業分類番号
総務省統計局のHPで【日本標準産業分類】を検索して記入
http://www.e-stat.go.jp/classifications/terms 
　※事業者の業種ではなく事業所の用途の細分類番号を記入
　※複数の事業を行っている事業所では、延床面積が最も大き
　　い事業の細分類番号を記入

6 連鎖化事業区分
フランチャイズチェーン本部が提出する場合以外は、全て
「非該当」を記入

7 再生可能エネルギーの利用状況
以下いずれかの方法で再生可能エネルギーを利用している場合⇒該当するものにチェック
　・再エネ発電設備の設置　・再エネ電気の受入　・証書による環境価値の利用

8 前年度からの変更点　前年度の報告内容から変更があった場合に記入

9 原油換算エネルギー・二酸化炭素排出量
　 で記入した熱量合計・排出量合計をもとに記入（小数点切り捨て）
　※作成ツール・様式（電子データ版）を使用すると自動で計算される。

二酸化炭素排出量等の内訳
　 （1）使用量欄に前年度の電気・ガス・上下水道等の使用量を記入
　　　 ※電気は原則として「その他の買電」に記入（昼･夜間が分かれていることが確認できる場合は、昼･夜間に分けて記入できます。）
　 （2）様式に記載されている計算式にしたがって、熱量→排出量→熱量合計→排出量合計 の順に記入
　　　 ※作成ツール・様式（電子データ版）を使用すると自動で計算される。
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＜地球温暖化対策報告書（その2）表面の記入例＞
各事業所についての報告 ※事業所が複数ある場合は複数枚になります
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（日本産業規格A列4番）

＜地球温暖化対策報告書（その2）裏面の記入例＞
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https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/benchmark/index.html



① 各事業所のエネルギー使用状況や温暖化対策の実施状況を把握 ⇒ CO2 排出量や光熱水費の削減へ！
② 報告書の内容は都のHPで公表 ⇒ 温暖化対策への取組みのPR
③ 各種支援制度の条件 ⇒ 減税制度に申込みが可能に

※PR シート、カーボンレポートは HP 公表画面の事業所公表ページからダウンロードできます。

カーボンレポート
中小テナントビルの
省エネレベルの見え
る化を図る。

⇒ビルオーナーが、
テナント等に「カー
ボンレポート」を提
示し、省エネ性能や
取組状況をアピール
できます。

PRシート
ご自身の事業所の
CO2 排出量や省エネ
対策への取組などに
ついて表示する書面

⇒掲示・添付するこ
とで温暖化対策の取
組状況を来訪者や自
社の社員へアピール
できます。

低炭素ベンチマーク
事業所の用途に応じた自己評価指標（全30業種）

⇒現状を把握することで、省エネ目標が明確に
なります。ワンランク上の排出水準を目標に段階
的にステップアップ！

コンプレッサとインバータ
による省エネ対策

省エネコンサルティングを受けた中小企業に対して、運用改善に係る取組に要する費用を助成

○初心者向けに、動画でわかる省エネアニメを YouTube で公開しています。
○省エネアニメを社内の研修会等の教材としてもご活用いただけます。

省エネに関するコンサルティングを実施する省エネ対策サポート事業者が日頃から経営相談等を通じて中小企業と多くの
接点を有する経営支援団体※から紹介を受けた中小企業に対して、無料で省エネに関する運用改善等の提案や助言
を行う事業です。

● 省エネコンサルティングに関する中小企業の皆様の費用負担はありません
● 都に登録された信頼できる事業者から、省エネサポートを受けられます
● 光熱水費削減分は、すべて中小企業の皆様の経営改善に充当できます

・東京都が行う『地球温暖化対策セミナー』では、LED 照明等の設備導入
事例や運用改善事例などを、事業者の皆様からご紹介いただいています。
・省エネに役立つヒントを掲載しておりますので、是非ホームページをご覧く
ださい。

トップページから『説明会・研修会』を選択
温暖化対策セミナーの配布資料を
ダウンロードできます。

地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業

東京都　多様な主体

令和2年度改正

詳細はコチラ本事業の
メリット

事業者のメリット

省エネアニメのご紹介 省エネの取組事例のご紹介


